
一 般 質 問 発 言 通 告 書 平成１９年１１月１４日 
午      時      分受理 
平成   年   月   日 

  小川地区衛生組合議会議長  様 
                       小川地区衛生組合議会議員 柳田多恵子 印 
  小川地区衛生組合議会会議規則第５７条により次のとおり通告します。 

質     問     の     要     旨 答弁を求める者 
質問事項１ 
ごみ処理基本計画について 
 
本年 3 月、小川地区衛生組合ごみ処理基本計画が策定され、２０
０１０年（H22年度）の各町村の目標値、並びに２０１６年（H28
年度）までの目標値も示されました。分別の徹底や紙ごみの資源化、

可燃ごみの４０％といわれる家庭生ごみについて水きりの徹底が必

要ですが、家庭系ごみの有料化も打ち出されています。 
財政危機のつけを安易に住民に求めることでは根本的なごみ問題

解決にはなりません。減量効果についても導入した当初は一時的に

搬出が減りますが、その後はまた増えていくという先例もあります。 

ごみの有料化について５町村でコンセンサスは得られているの

か。来年度からの実施についてはどう考えているのか伺います。 
 
家庭からのごみ（家庭系）のほかに、事務所や店舗などから出さ

れる事業系ごみがあります。排出量については一人１日３％から

５％の削減としていますが、計画を見る限り、家庭系、事業系と分

けられてはないようです。家庭から出るごみと事業からでるごみと

は明確に分け、ごみの組成がどうなっているか現状をしっかり調査、

把握した上で、事業者に対しても減量、リサイクルの計画を立てさ

せ実行を求めることや適正な費用負担を求めることも必要だと思い

ますがご見解を伺います。 
 
質問事項２ 
広域化について 
 

1998年（H10年）、埼玉県では県内を１０ブロックに分けてごみ
処理の広域化計画が策定されました。さまざまな要因から計画が進

まず、現在見直しも検討されているようですが、具体的にどのよう

な検討がされているのか、小川地区衛生組合においては広域化をど

のようにとらえているのか伺います。 
 
質問事項３ 
脱焼却を目指した取り組みは 
 

管理者 
担当者 



現在の焼却炉については、2000年、2001年（H12、13年）ダイ
オキシン対策のため大改修が行われました。その後も整備や点検、

改修が続けられていますが、老朽化は進んでいます。現在の施設に

ついては、周辺住民の約束事として能力そのものを現状のままで改

修する分については、組合の判断でできますが、施設を拡張すると

なると改めて地域住民の合意が必要ということです。耐用年数はあ

とどのくらいあると考えているのでしょうか。改修（改造）新炉建

設についてはどのように考えていますか。 
議決を受け 2004 年（H16 年）に「ごみ処理施設整備基金条例」
が施行されましたが、基金積み立ては進んでいないようです。改修

（改造）の担保はどうお考えでしょうか。 
焼却依存の転換が必要であると考えます。家庭生ごみを分別収集、

たい肥化し焼却炉規模を減らすなどごみゼロ、焼却しないことを目

指すことでごみ処理にかかる費用負担を大きく減らしている自治体

もあります。県内では久喜宮代衛生組合がいち早く、生ごみたい肥

化に取り組み、小川町でも市民団体が生ごみ液肥化の実証試験をお

こなっており全国から視察も多いようです。町村の枠を超え小川地

区衛生組合として循環型社会、ゼロエミッション、ゼロウエストを

推進する取り組みについてのご見解を伺います。 
 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 


